




ムラタ興業　株式会社商号
令和 3年 6月 1日から

令和 4年 5月31日まで

個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法

 (1)その他有価証券

    移動平均法による原価法を採用しております。

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

 (1)原材料　　最終仕入原価法による原価法を採用しております。

 (2)仕掛品　　個別法による原価法を採用しております。

３．固定資産の減価償却方法

 (1)有形固定資産

    定率法又は旧定率法を採用しております。

    ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日

    以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設

    備及び構築物については定額法を採用しております。

    なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

    また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理してお

    ります。

 (2)無形固定資産

    定額法又は旧定額法を採用しております。

    ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（５年）に基づく定額法を採用し

    ております。

 (3)リース資産

    法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

４．引当金の計上基準

 (1)貸倒引当金

    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収

    不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

 (2)賞与引当金

    従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

 (3)役員賞与引当金

    役員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

 (4)役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金支給に備えるため、期末要支給額を計上しております。

５．消費税等の会計処理

    消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

Ⅱ．貸借対照表等に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 　　　　　　　　     346,254,379円

Ⅲ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式総数　　　　　　　 　　　　　　　　             940株

２．自己株式総数                　　　　　　　 　             100株

３．事業年度中の剰余金配当

    当事業年度中の剰余金配当の総額は12,600,000円、配当の原資は利益剰余金、１株当たり配当額は　　

　　15,000円です。これらの配当の基準日は令和3年5月31日、決議日は令和3年7月16日、効力発生日は

　　令和3年7月16日です。

４．事業年度末日後の剰余金配当

    当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は12,600,000円、配当の原資は利益剰余金、１株当たり配

　　当額は15,000円です。これらの配当の基準日は令和4年5月31日、決議日は令和4年7月22日、効力発生日
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　　は令和4年7月22日です。

Ⅳ．一株当たり情報に関する注記

１．一株当たり純資産額は、816,336.36円であります。

２．一株当たり当期純利益は、109,420.64円であります。

                                                                                              以　上


